
 

 

 

 

 

 

 

    

 

                         

                 

         

 

 

      

 

 

                     

 

 

                                                    

                                                    

 

 

                            

 

      

 

 

 

 

    

 

 

  

 

                         

 

                           ・ 申請場所 

                                                          運転免許センター、再交付・国外運転免許センター、 

                             警察署（後日交付）       

                           ・ 有効期間 

                             発行日から 1年間 更新制度なし 

                           ・ 運転できる国 

                                                          ジュネーブ条約加盟国 

                              ※ 加盟国以外は渡航先の大使館等で確認を 

                           ・ 運転免許証の返納 

                                                          使用が終わった又は有効期間が満了した時は、お近 

                            くの警察署又は運転免許センターまで返納して下さい 

                              

                                問合せ先：電話 048-543-2001(運転免許試験課) 

                              

 

  発行 狭山警察署   
     ℡04 ｰ２９５３‐０１１０  
      宮寺二本木交番                

     ℡04 ｰ２９３４‐１１０１ 

＊ 窃盗事件･･････ ６件 

＊ 人身事故･･････  ６件 (うち R16以北 ６件) 

＊ 物件事故･･････ ２４件 (うち R16以北１２件) 

＊ 遺失拾得物････ ６件 

＊ その他相談等･･４１件 

 

 

 

 入間市内黒須・下藤沢・新光地内において自動車の 

盗難被害(未遂含む)が多発しています。 

  ・駐車時の確実な施錠 

  ・ハンドルロック 

  ・センサーライト 

等の防犯対策をよろしくお願いいたします。 

  不法就労は法律で禁止されています。 
  不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた   
 事業主も処罰の対象となります。 


